
資料２ 

昇降機等安全審査ワーキンググループの設置について 

平成 26 年８月 

 

社会資本整備審議会における答申（別添参照）を踏まえ、昇降

機等の安全審査の枠組みのあり方について検討を行うため、社会

資本整備審議会 建築分科会 建築物等事故・災害対策部会に、

専門家等によるワーキンググループ（昇降機等安全審査ワーキン

ググループ）を設置する。 

 

１． ワーキンググループ委員 

  

青木義男  日本大学理工学部教授 

 梅崎重夫  独立行政法人労働安全衛生総合研究所部長 

 大谷康博  東京都建築企画課課長補佐 

 鎌田崇義  東京農工大学工学部教授 

 中里眞朗  （財）日本建築設備・昇降機センター評価部長 

藤田 聡  東京電機大学工学部教授 

 

２．ワーキンググループでの検討事項 

○ 昇降機等の安全基準に基づく審査のあり方の検討 

○ 昇降機等の定期検査等に係る基準・運用のあり方の検討 

 

 

３．議事録・資料の公開等 

 ワーキンググループの議事録・資料は公開とする。ただし、個別

事案又は企業内情報を取り扱う場合その他主査が必要と認める場合

については、議事録を非公開とすることができるものとする。 

 

 

４．スケジュール 

 平成 26 年 8 月から半年程度。（検討の状況を踏まえ適宜延長する

場合がある。） 


